
協
力
機
関

後

援

主

催

北
杜
市
長
坂
郷
土
資
料
館

梧
竹
の
会

山
交
百
貨
店

朝
日
新
聞
甲
府
総
局

毎
日
新
聞
甲
府
支
局

読
売
新
聞
甲
府
支
局

Ｎ
Ｈ
Ｋ
甲
府
放
送
局

山
梨
放
送

テ
レ
ビ
山
梨

山
梨
日
日
新
聞
社

甲
府
市
教
育
委
員
会

北
杜
市
教
育
委
員
会

市
川
三
郷
町
教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会

山
梨
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー

蕩
墨
書
道
會

富
岡
敬
明
と

従
弟

中
林
梧
竹

展
図
録

会
期
・
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日(

水)

～
二
十
一
日(

月)

会
場
・
山
交
百
貨
店

五
階
催
事
場



３

富
岡
敬
明
（
一
八
二
二
～
一
九
〇
九
）

と

み

お

か

け

い

め

い

幼
名
は
左
次
郎
、
字
は
九
郎
左
衛
門
耿
介
の
ち
敬
明
、

号
は
耿
介
。
佐
賀
藩
の
小
城
支
藩
士
神
代
利
温
の
二
男
。

こ

う

か

い

く

ま

し

ろ

と

し

は

る

明
治
五
年
か
ら
八
年
ま
で
山
梨
に
滞
在
し
、
大
小
切
騒

だ
い
し
ょ
う
ぎ
り

動
の
収
拾
、
日
野
原
の
開
拓
に
貢
献
。
明
治
九
年
か
ら

二
十
四
年
ま
で
熊
本
県
知
事
。
明
治
二
十
四
年
か
ら
四

十
二
年
ま
で
甲
府(

現
善
光
寺
町)

に
居
住
、
明
治
三
十

三
年
男
爵
を
授
か
る
。
書
を
中
林
梧
竹
、
篆
刻
を
四
世

浜
村
蔵
六
に
学
ぶ
。

中
林
梧
竹
（
一
八
二
七
～
一
九
一
三
）

な

か

ば

や

し

ご

ち

く

名
は
隆
経
、
字
は
子
達
、
通
称
彦
四
郎
、
号
は
梧
竹
・

剣
書
閣
主
人
他
。
幼
児
か
ら
書
名
高
く
漢
学
を
草
場
佩

川
に
学
ぶ
。
十
八
才
で
江
戸
に
留
学
し
山
内
香
雪
の
門

に
入
る
。
三
十
才
で
帰
藩
、
明
治
十
一
年
か
ら
余
元
眉

よ

げ

ん

び

と
親
交
、
明
治
十
五
年
北
京
に
留
学
し
潘
存
に
学
ぶ
。

は

ん

そ

ん

明
治
二
十
四
年
王
羲
之
の
「
十
七
帖
」
を
臨
書
し
天
皇

に
献
上
。
明
治
三
十
一
年
「
鎮
國
之
山
」
を
揮
毫
し
富

士
山
頂
に
銅
碑
を
建
立
。

園
田
善
左
衛
門

中
林
経
緯

次
女

能
養

長
女

長
女

そ
み

神
代
利
温

長
男

宮
右
衛
門

次
男

左
次
郎
（
富
岡
敬
明
）

三
男

次
兵
衛
（
持
永
適
庵
）

長
男

中
林
梧
竹

次
男

勘
七

三
男

辰
六

長
女



４

は
じ
め
に

富
岡
敬
明
（
一
八
二
二
‐
一
九
〇
九
）

九
州
は
、
佐
賀
県
に
生
ま
れ
た
。
維
新
黎
明
期

の
明
治
五
年
、
五
十
歳
（
以
下
満
年
齢
）
で
山
梨

県
権
参
事
（
副
知
事
）
と
し
て
赴
任
し
、
「
大
小

切
税
法
」
廃
止
に
反
対
す
る
農
民
騒
動
を
収
め
、

県
令
（
知
事
）
藤
村
紫
朗
の
補
佐
と
し
て
山
梨
の

近
代
化
を
す
す
め
た
人
物
。
私
生
活
で
は
、
十
七

歳
の
甲
府
の
女
性
こ
と
を
二
番
目
の
妻
と
し
、
そ

●

●

の
間
に
十
二
人
の
子
を
設
け
、
山
梨
で
初
め
て
擬

洋
風
の
私
邸
を
建
築
。
熊
本
県
令
を
つ
と
め
あ
げ

た
後
は
、
三
年
し
か
在
任
し
な
か
っ
た
山
梨
を
終

の
棲
家
と
し
て
選
び
、
以
後
十
八
年
、
山
梨
の
漢

詩
壇
の
嚆
矢
と
な
っ
た
、
県
内
た
だ
一
人
の
男
爵
。

明
治
維
新
を
境
に
、
前
半
生
四
十
五
年
を
「
佐

賀
藩
の
武
士
」
と
し
て
、
後
半
生
四
十
二
年
を

「
明
治
新
政
府
の
地
方
役
人
」
と
し
て
生
き
た
わ

け
だ
が
、
敬
明
の
漢
詩
の
素
養
は
当
時
の
武
人
の

た
し
な
み
を
超
え
、
そ
の
表
現
力
は
力
強
く
、
人

を
し
て
そ
の
膝
元
に
十
分
に
集
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
自
分
の
人
生
を
漢
詩
に
託
し
て
懐
古
す
る
こ

と
も
七
十
七
歳
で
試
み
て
い
る
。
今
で
い
う
自
分

史
で
あ
る
。

今
回
の
紙
面
で
は
、
そ
の
書
き
残
し
た
日
誌
や

記
録
を
紹
介
し
た
い
。

敬
明
の
人
生
、

そ
し
て
～
残
さ
れ
た
日
誌
と
自
伝
の
紹
介

北
杜
市
長
坂
郷
土
資
料
館

学
芸
員

澤
谷
滋
子

富岡敬明（とみおかけいめい 1822‐1909）



５

敬
明
が
生
ま
れ
育
っ
た

佐
賀
藩
と
は
？

佐
賀
藩
（
鍋
島
藩
・
肥
前
藩
）
は
、
幕
末
に
強
力
な

洋
式
軍
事
力
を
つ
く
り
あ
げ
た
鍋
島
閑
叟
（
直
正
）
の

か

ん

そ

う

藩
で
あ
る
。
三
十
五
万
七
千
石
。
そ
の
支
藩
、
小
城
藩

お

ぎ

が
敬
明
の
仕
え
る
藩
で
あ
っ
た
。

七
万
石
余
の
小
藩
で
あ
り
な
が
ら
も
、
維
新
後
、
新

政
府
の
地
方
役
人
に
な
る
者
多
く
、
本
展
示
の
敬
明
の

従
弟
中
林
梧
竹
（
一
八
二
七
‐
一
九
一
三
）
も
書
家
で

立
つ
前
は
長
崎
県
庁
下
級
役
人
を
短
期
間
だ
が
務
め
て

い
る
。
閑
叟
が
維
新
政
府
の
要
職
に
つ
い
た
こ
と
か
ら
、

そ
の
後
援
に
よ
り
、
本
藩
か
ら
は
、
江
藤
新
平
、
副
島

種
臣
、
大
隈
重
信
な
ど
の
明
治
の
要
人
を
輩
出
し
た
。

江
藤
新
平
は
敬
明
・
梧
竹
と
藩
校
を
と
も
に
し
た
人

物
で
、
脱
藩
し
て
尊
皇
攘
夷
運
動
に
加
わ
り
永
蟄
居
の

だ

っ

ぱ

ん

じ
ょ
う

い

ち

っ

き

ょ

身
と
な
っ
た
が
、
そ
の
江
藤
を
寺
に
引
き
取
り
、
面
倒

を
み
た
の
は
、
敬
明
で
あ
っ
た
。

佐
賀
藩
士
時
代
の
敬
明
と

『
丹
心
秘
録

全
』

維
新
の
と
き
の
敬
明
は
、
実
は
、
獄
中
に
と
ら
わ
れ

ご

く

ち
ゅ
う

る
身
で
あ
っ
た
。

幼
い
小
城
支
藩
主
を
守
る
た
め
、
四
十
二
歳
の
敬
明

は
村
崎
六
郎
ら
十
七
～
三
十
三
歳
の
六
名
の
藩
士
と
と

も
に
、
あ
る
人
物
の
暗
殺
を
企
て
た
。
暗
殺
は
未
遂
に

終
わ
っ
た
が
、
そ
の
責
任
を
と
り
自
首
、
死
刑
判
決
を

う
け
る
。
し
か
し
（
有
能
な
る
）
「
敬
明
を
殺
す
な
か

れ
」
の
藩
主
閑
叟
の
一
声
で
、
無
期
懲
役
に
減
刑
。
こ

れ
を
「
小
城
騒
動
」
と
い
う
。

の
ち
維
新
に
よ
る
恩
赦
で
獄
を
解
か
れ
、
明
治
政
府

の
役
人
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
が
、
獄
を
出
て
か
ら

敬
明
自
ら
の
手
で
認
め
た
の
が
、
『
丹
心
秘
録

全
』

た

ん

し

ん

ひ

ろ

く

で
あ
る
。
こ
れ
は
小
城
騒
動
の
裁
許
の
詳
細
を
裁
判
時

さ

い

き

ょ

の
問
答
を
ま
じ
え
な
が
ら
ま
と
め
た
和
綴
本
三
百
頁
に

わ
た
る
記
録
で
あ
る
。

後
述
す
る
自
伝
『
雙
松
山
房
詩
史

一
』
の
な
か
で
、

そ
う
し
ょ
う
さ
ん
ぼ
う

し

し

家
禄
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
っ
た
「
小
城
騒
動
」
の

か

ろ

く

こ
と
を
、
子
孫
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
書
き
残
し
て
い

る
。

「
…
私
が
罪
人
と
な
り
家
を
滅
し
た
の
は
、
一
片
の
真

心
か
ら
出
た
も
の
で
、
止
む
を
得
な
い
余
儀
な
い
気
持

ち
で
あ
り
、
そ
れ
が
忠
で
あ
る
の
か
不
忠
で
あ
る
の
か

は
子
孫
が
自
分
で
判
断
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
自
分
で

弁
明
す
る
こ
と
は
し
な
い
…
」
（
原
漢
文
）

能
吏
と
し
て
の
敬
明
と

『
富
岡
氏
系
譜
』

と
こ
ろ
で
、
敬
明
は
、
江
戸
詰
め
の
期
間
が
長
い
。

づ

小
城
支
藩
の
江
戸
屋
敷
は
今
の
新
橋
駅
近
く
だ
っ
た
が
、

小
城
よ
り
江
戸
ま
で
は
片
道
歩
い
て
三
十
日
。
二
十
一

歳
で
初
め
て
江
戸
に
詰
め
四
十
に
至
る
ま
で
の
間
、
幾

た
び
か
往
復
し
て
い
る
。
中
林
梧
竹
も
同
様
、
江
戸
に

出
、
書
の
研
鑽
を
つ
ん
で
い
る
。
藩
士
時
代
は
、
旧
記

方
、
目
付
役
、
留
守
居
役
、
文
武
方
指
南
役
等
と
し
て

の
能
力
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
の
ち
に

『
富
岡
氏
系
譜
』
（
十
代
敬
明
に
至
る
ま
で
の
系
図
）

を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
緻
密
で
き
ま
じ
め
な
筆

使
い
は
能
吏
と
し
て
の
一
面
を
見
せ
て
く
れ
る
。

の

う

り

山
梨
で
の
敬
明
と

『
百
姓
騒
擾
略
日
誌
』

さ
て
、
か
よ
う
な
人
物
が
な
ぜ
山
梨
県
に
？

と
い

う
話
だ
が
、
獄
を
出
た
敬
明
は
佐
賀
藩
権
参
事
と
し
て
、

中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
山
岡
鉄
舟
（
一
八
三
六
‐
一
八

や
ま
お
か
て
っ
し
ゅ
う

八
八
）
と
と
も
に
藩
内
の
抗
争
を
解
決
。
そ
の
後
、
藩

主
が
北
海
道
開
拓
長
官
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

開
拓
使
と
し
て
北
海
道
に
渡
る
べ
く
品
川
沖
に
停
泊
し

て
い
た
。
そ
の
折
り
、
突
如
、
山
梨
へ
の
赴
任
が
決
定

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
山
梨
は
、
税
制
に
メ
ス
が
い
れ
ら
れ
よ
う
と

し
て
い
た
時
期
。
大
小
切
税
法
と
い
う
甲
州
独
自
の
農

だ
い
し
ょ
う
ぎ
り

民
に
有
利
な
税
法
は
、
江
戸
時
代
末
よ
り
幕
府
か
ら
廃

止
が
も
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
農
民
の
反
対
が
強
く
な

か
な
か
廃
止
さ
れ
ず
に
い
た
。
新
政
府
に
な
っ
て
い
よ

い
よ
本
気
で
取
り
組
む
べ
く
の
情
報
に
、
甲
州
の
農
民

は
殺
気
立
っ
て
い
た
。
県
令
は
土
肥
実
匡
。
そ
こ
に
送

ど

ひ

さ

ね

ま

さ

り
こ
ま
れ
た
の
が
敬
明
で
あ
っ
た
。

、

こ
の
ペ
ー
ジ
の
続
き
は
図
録
に
て
ご
覧
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

〒
四
〇
九
‐
三
六
〇
一

山
梨
県
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
二
〇
‐
四

中
込

龢
（
ナ
カ
ゴ
ミ

カ
ズ
）

電
話

〇
五
五
‐
二
七
二
‐
二
〇
三
九



富
岡
敬
明
の
作
品

９

115.0×33.0



中
林
梧
竹
の
作
品

１９

169.5×90.5



中
林
梧
竹
の
作
品

２９

33.5×138.5

30.0×132.3



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

４１

116.0×39.0

鍋
島
直
大
（
一
八
四
六
‐
一
九
二
一
）

佐
賀
藩
主
、
閑
叟
（
直
正
）
の
第
二
子
。

な

お

ひ

ろ



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

４２

113.0×20.0113.0×20.0

持
永
適
庵
（
一
八
三
一
‐
一
九
〇
二
）

名
は
秀
貫
。
敬
明
の
弟
、
小
城
櫻
岡
小
学
校
初
代
校
長
。

※
敬
明
の
遺
品
で
は
な
い
が
関
係
か
ら
掲
載



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

４３

133.0×46.0

富
岡
末
雄
（
一
八
九
〇
‐
一
九
六
九
）

敬
明
の
十
男
。
上
海
の
東
亜
同
文
書
院
を
卒
業
、
住
友
本
社
に
勤
務
。

※
敬
明
の
遺
品
で
は
な
い
が
関
係
か
ら
掲
載



４５

252.0×18.0

富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

品川弥二郎（１８４３‐１９００）

萩藩主、政治家。松下村塾に入り吉田松陰に学ぶ。宮中顧問官、枢密顧問官となる。



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

４８

136.7×51.5

渡
邉
青
洲
（
一
八
四
〇
‐
一
九
一
一
）

名
は
信
。
市
川
大
門
初
代
村
長
、
青
洲
文
庫
を
建
立
。
長
男
の
妻
は
敬
明
の
五
女
本
。



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

５２

148.2×67.5

雙
松
山
房
之
図

賛

富
岡
敬
明

渡
邉
雪
峰
（
一
八
六
八
‐
一
九
四
九
）

名
は
精
次
。
一
八
七
三
年
か
ら
下
吉
田
に
帰
住
。
日
本
画
家
、
吉
田
苞
竹
の
書
壇
院
顧
問
。
一
九
〇
二
年
か
ら
東
京
麹
町
に
住
む
。



富
岡
敬
明
の
遺
品
か
ら

６２

足
達
疇
邨

従
三
位
勲
三
等
富
岡
敬
明
之
印

足
達
疇
邨

雙
松
山
房

富
岡
敬
明

足
達
疇
邨

雙
松
山
房

敬
明
之
印

足
達
疇
邨

乾
坤
不
老
青
山
色
日
月
萬
古
不
停
輈

兄
弟
山
下
樵
長



６４

富岡敬明 年 代 中林梧竹

佐賀藩小城支藩士神代利温の次男に生
まれる

富岡家の養子となる

富岡津和（１８歳）と結婚

佐賀藩小城支藩鍋島直亮公に仕える
なおすけ

直亮公より名刀「不動丸」を賜る

小城騒動がおこる、太田蔵人を暗殺未遂、
自首し獄にとらわれる

暗殺首謀者として死刑判決、特赦により
終身禁固

明治維新により恩赦、佐賀藩に仕える

北海道赴任のため品川沖に停泊中、山
梨権参事に任命される
大小切騒動おこる
大小切騒動のリーダー二人絞首刑となる

藤村紫朗、権令として赴任
日野原の開拓をすすめる

日野春養蚕場（２階建）完成
５村合併、日野春村ができる

名東県（現徳島県）に転出

熊本県令となる

西南戦争において、谷干城らと熊本城に
50日間籠城する

熊本県三角港をつくる
山梨県に本籍を移す

熊本県知事を退官
貴族院議員になる
山梨県里垣村（現甲府市）に帰る

小城町中林経緯の長男に生まれる

某神社の額面に三大字を書き、直堯公に
認められ米百俵を得た（一説に１０歳とも）

江戸へ東上、書を山内香雪に就く

長崎で林雲逵に書法を問う
り ん う ん き

一説に上海に航り、画を胡公寿に学ぶと
ある

林雲逵に「この世の不滅の巧を残した者
･･･」と評される

佐賀の乱勃発

西南戦争おこる
母能養歿、７０歳

余元眉と接触あり（推定）

長崎から上海に出航

北京から長崎へ帰港、一行熊本に敬明を
訪問
東京銀座の伊勢幸に入居（２９年間僑居）

明治天皇に王羲之の臨書を献上、御衣を
賜る

１０歳

１６歳

２１歳

３７歳

４２歳

４４歳

４７歳

５０歳

５１歳

５２歳

５３歳

５４歳

５５歳

６２歳

６９歳

6歳

１８歳

４０歳

４６歳

４７歳

４８歳

５１歳

５１歳

５５歳

５７歳

６４歳

１８ ２２（文政 ５）

１８２ ７（文政 １０）

１８ ３２（天保 ３）

１８ ３８（天保 ９）

１８４ ３（天保 １４）

１８ ４５（弘化 ２）

１８ ５８（安政 ５）

１８ ６４（元治 元 ）

１８ ６６（慶応 ２）

１８ ６７（慶応 ３）

１８ ６９（明治 ２）

１８ ７２（明治 ５）

１８ ７３（明治 ６）

１８ ７４（明治 ７）

１８ ７５（明治 ８）

１８ ７６（明治 ９）

１８７ ７（明治 １０）

１８７ ８（明治 １１）

１８８ ２（明治 １５）

１８８ ４（明治 １７）

１８９ １（明治 ２４）



６５

富岡敬明 年 代 中林梧竹

大小切騒動処刑者「小澤島田弐氏之碑」
を建立（敬明、てん額揮毫）
貴族院議員をやめる

熊本県三角港に敬明をたたえる碑ができ
る

「雙松山房詩史 一」発行

男爵となる

２月２８日夕刻、肺炎により、愛妻コトに看
取られ、甲府で没する

九鳥と号す（揮毫中の紙の上を鳩が歩き、
その足跡から号す）

上海へ出航（二ヶ月）

富士山頂に銅碑「鎮國之山」を建立

三日月堂・梧竹村荘を建立

小城梧竹村荘にて没する

70歳

74歳

７７歳

７８歳

８７歳

６７歳

７０歳

７１歳

８１歳

８６歳

１８９２ （明治 ２５ ）

１８９４ （明治 ２７ ）

１８９６ （明治 ２９ ）

１８９７ （明治 ３０ ）

１８９８ （明治 ３１ ）

１８９９ （明治 ３２ ）

１９００ （明治 ３３ ）

１９０８ （明治 ４１ ）

１９０９ （明治 ４２ ）

１９１３ （大正 ２ ）

※年令は満年齢による

中林=梧竹屋敷

園田=家老・梧竹母生家

神代=富岡敬明生家

富岡=富岡敬明屋敷

梧竹村荘=梧竹終焉の家

三日月堂

梧竹村荘

幕
末
の
肥
前
国
小
城
鍋
島
藩
邸
付
近
（
現
在
の
佐
賀
県
小
城
市
）

※
た
だ
し
、
三
日
月
堂
・
梧
竹
村
荘
は
明
治
四
十
一
年
建
立


